
(3ページまで続く）

　本法人では、平成２７年度より標記研修を継続して実施してまいりましたが、

令和８年度におきましても開催いたします。

　 研修の申込みに際しましては、神奈川県が作成いたしました「更新のための

フローチャート」をご参照いただき、ご自身の受講要件を満たす研修であるか

を確認のうえでお申込みください。

令和8年6月1日

介護支援専門員の皆様へ

合同会社　介護の未来

神奈川県ホームページ

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22197/flowchart.pdf

　事務担当は、
　合同会社介護の未来　横山
　電話　0463‐38‐0210

代表　　阿部充宏

           介護支援専門員　専門研修課程Ⅱ　及び　実務経験者に

           対する更新研修（専門研修課程Ⅱと同内容）の開催について

　 皆様におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素より法人

運営にご理解を賜り、心より感謝申し上げます。

令和８年度（３回目）　
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お送りいただいた封筒により郵送いたします。

ウ　募集期間　

受講申込書の送付先（下記宛先等を切り取って封筒に貼っていただいて構いません。）

〒２５９ー１１３２

Ⅲ　研修会場

　※付属駐車場は台数も少ない状況ですので、公共交通機関をご利用ください。

　（藤沢駅より徒歩５分）

　藤沢ミナパーク（藤沢商工会館６階　多目的ホール）　※　別紙③の「会場地図」参照。

　　〒251-0052　神奈川県藤沢市藤沢６０７－１

神奈川県伊勢原市桜台２－６－３５

合同会社　介護の未来　御中

（介護支援専門員専門Ⅱ・更新研修申込書　在中）

介護支援専門員　専門研修課程Ⅱ　及び　
           実務経験者に対する更新研修（専門研修課程Ⅱと同内容）

令和８年度(３回目）　

Ⅰ　日　程

専門研修課程Ⅱ・実務経験者向け更新研修(専門研修課程Ⅱと同内容)：　全３日間

２日目 令和８年８月２５日（火）
３日目 令和８年９月　９日 (水）

１日目 令和８年８月１８日（火） 10：30～17：15

10：00～19：45

10：00～17：45

動画視聴 令和８年８月１８日～令和８年９月８日

①　上記「日程」に記載のある全３日間を受講し、かつ動画視聴を行うことが応募条件です。

②　申込みが定員を超えた場合、介護支援専門員証の有効期限満了日が近い方を優先

　 させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。

イ　応募手続き：本ホームページから申込書を印刷し、郵送でお申し込みください。

　募集期間内に、受講申込書(必要事項を記載して介護支援専門員証の写しを貼付したも
の）と、返信用封筒（１１０円切手貼付・長形３号）、その他必要書類（「Ⅷ 送付書類チェク」
参照）を同封して、郵送でお送りください。郵送以外での受付は致しません。
※書類不備の場合は、受け付けることができません。必ず「送付書類チェック」欄を活用し
　て最終確認してください。

※　詳細は、別紙「③　研修カリキュラム及び会場地図」に記載のある「研修カリキュラム」をご覧
　　ください。

Ⅱ　募集定員及び応募手続き等

ア　募集定員　　１５３名

令和８年６月１日から令和８年６月２２日(必着)
受講申込書を確認させていただき、６月２２日以降に受講決定通知または受講不可通知を

※受講決定通知書が届いた方で、都合によりキャンセルする場合は、必ずご連絡下さい。



　

※必要書類が不備な場合は、受付が出来ませんので、必ず最終確認をして下さい。

　ホームページ　 http:/kaigonomirai.net/

Ⅵ　神奈川県　介護支援専門員法定研修負担軽減事業について（令和８年度事業）

（研修１日目に具体的な内容を説明します。）

Ⅶ　個人情報について

Ⅸ　お問い合わせ先

合同会社　介護の未来

　住所　　〒２５９-１１３２　神奈川県伊勢原市桜台２－６－３５

　電話　０４６３－３８－０２１０　＊平日１０時から１４時（祝祭日を除く募集期間中のみ）

・神奈川県介護支援専門員専門・更新研修の「受講申込書」等各種添付書類に記載された個人情報に
　ついては、適正に管理を行い、当該研修及び終了証明書交付業務の他、研修受講決定の調整に必
　要な場合は、神奈川県指定の研修実施機関に受講申込者情報の一部を提供することもあります。
・また、本研修終了後には、修了者名簿に記載し、神奈川県へ報告いたします。
・なお、お送り頂いた申込書の返却は致しませんので、予めご了承下さい。

※顔がハッキリ見えるようコピーしてください。

※必要な修了証の写しは、申請書でご確認くだ
さい。

※地域包括支援センター(介護予防支援事業所)で介
護予防ケアマネジメントに従事している(していた)方

※住所・氏名等を間違えないように記載くださ
い。宛先人不明で戻ってくることがあります。

Ⅷ　送付書類チェック

※詳細は各自フローチャート（神奈川県作成）に沿って当該の研修を確認し、お申込みください。

Ⅳ　受講対象者（以下のアとイのどちらかに該当していることが必要で、全日程の参加が可能であること）

ア　専門研修課程Ⅱ

イ　実務経験者に対する更新研修(専門研修課程Ⅱと同内容)

目　的　　県内において介護支援専門員として従事する介護支援専門員の確保・定着

軽減額　１０,０００円

対象者　県内の事業所において、法定研修修了時に介護支援専門員として従事していること等

※受講決定者には、研修費用の振込み先をご案内いたしますので、お振込み下さい。また、期
　日までに、お振込みが確認できない場合は受講ができません。

　メールアドレス　info@kaigonomirai.net （メールでのお問い合わせにご協力ください。）

※受講申込書は、このホームページから印刷して下さい。

①受講申込書

②介護支援専門員証の写し(申込書に貼付）

③前回の更新研修の修了証の写し（コピー）

④介護サービス計画作成証明書　※必要な場合

⑤返信用封筒　長型３号（受講決定通知書を送る用）

（氏名・住所等を記載して１１０円切手貼付）

詳　細   神奈川県ホームページ「介護支援専門員法定研修負担軽減事業について」参照

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22197/flowchart.pdf

専門研修課程Ⅱ・実務経験者向け更新研修(専門研修課程Ⅱと同内容) 32,200円（非課税）

　原則として、神奈川県に登録しており、以下の①～④の全てを満たす方。
① 介護支援専門員として実務に従事していること。
② 研修開始時点で、介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以上あること。
③ 専門研修課程Ⅰ又は実務経験者に対する更新研修（専門研修課程Ⅰと同内容）を修了し
　　ている者
④ 研修申込時点で、就業後３年以上の実務経験があること。

　原則として、神奈川県に登録しており、以下の①及び②の両方を満たす方。
① 研修開始時点で、介護支援専門員証の有効期間が研修開始時点で、概ね１年以内に満了
　　（有効期間が切れる）する方。
② 介護支援専門員証の有効期間内に、介護支援専門員としての実務に従事している方又は
    従事したことがある方。

Ⅴ　受講料及びその他の費用について
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